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令和元年１０月南越前町議会会議録 

 

招集の告示  令和元年１０月１１日 南越前町告示第９５号 

招集の期日  令和元年１０月２１日  

招集の場所  南越前町役場 議場 

 

第 １ 号 １０月２１日（火） 

 

出席議員（敬称略）   １４ 名 
 

   1番 高 橋 宏 介    ２番 山 本 徹 郎    ３番 大 浦 和 博 

４番 城 野 庄 一    ５番 熊 谷 良 彦    ６番 喜村喜代治 

７番 平 泉 初 男    ８番 加 藤 伊 平    ９番 井 上 利 治 

10番 秋 田 重 敏    11番 生 駒 一 義    12番 平 谷 弘 子 

13番 山 本    優    14番       丸 岡 武 司 

     

欠席議員（敬称略）   な し 

 

会議録署名議員  ４番 城 野 庄 一    ５番 熊 谷 良 彦 

 

地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（敬称略） 

    町    長  岩 倉 光 弘 

     副   町   長    藤原十三夫 

    総 務 課 長    北 野  徹      観光まちづくり課長   中 村 正 直 

    町民税務課長    桂 木 洋 一       保健福祉課長  西 村 成 男 

    農林水産課長  山 岸  健      建設整備課長  関 根 將 人 

 

(教育委員会) 

    教 育 長  上 田 康 彦        事 務 局 長  坂 井 浩 伸 

 

 

職務のため議場に出席した者の職氏名 
 

事 務 局 長   森  和 仁      書      記    關  敏 宏 

 

議事日程  別紙のとおり（本日記録部分の末尾参照） 
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会議に付した事件 

 

 会議録署名議員の指名 

 

 会期の決定 

 

 議案第67号  若年単身者向け地域優良賃貸住宅整備工事請負契約の締結に 

ついて 

 

 議案第68号  令和元年度 上平吹橋橋梁上部工事請負契約の締結について 

 

 報告第11号  専決処分事項の報告について 

(法律上町の義務に属する交通事故による損害賠償の額の決定

について) 

 

 

開   会 

〔 開会  午後２時３１分 〕 

○議長（井上利治君）只今より、令和元年１０月  南越前町議会臨時会を  

開会いたします。本日の出席議員数は１４名です。  

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。  

 

 

会議録署名議員の指名 

○議長（井上利治君）本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。  

これより日程に入ります。日程第１  会議録署名議員の指名を行います。  

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、  

４番  城野  庄一  君、５番  熊谷  良彦  君を指名いたします。  
 

会 期 の 決 定 

○議長（井上利治君）日程第２  会期の決定を議題といたします。  

お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日のみの１日間としたいと思いま

す。これに、ご異議ございませんか。  

 

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

 

○議長（井上利治君）異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は本日、

１日間とすることに決定しました。  
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議 案 の 上 程 

○議長（井上利治君）次に、日程第３  議案第６７号  若年単身者向け地域優

良賃貸住宅整備工事の請負契約の締結について及び日程第４  議案第６８号  

上平吹橋  橋梁上部工事請負契約の締結についての２議案を一括して上程い

たします。  

 

 

提 案 説 明 の 理 由 

○議長（井上利治君）岩倉町長より、提案理由の説明を求めます。  

 

(「議長」と呼ぶ声あり ) 

 

○議長（井上利治君）岩倉町長  

 

〔  町長（岩倉光弘君）登壇  〕  

 

○町長（岩倉光弘君）本日ここに、令和元年１０月臨時議会を招集申し上げました

ところ、議員各位におかれましては、大変お忙しい中、ご出席を賜り、厚くお礼を

申し上げます。 

 それでは、本臨時議会に提案をいたしました各議案につきまして、その概要をご

説明申し上げます。 

 提案いたしました議案は、工事請負契約の締結に関するものが２件でございます。 

最初に、議案第６７号 若年単身者向け地域優良賃貸住宅整備工事請負契約の締結

についてでありますけども、この契約につきましては、予定価格が５，０００万円

以上の工事の請負のため、南越前町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得また

は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を必要といたしますので、今

回、提案いたすものであります。工事の内容は、若年単身者向け地域優良賃貸住宅

整備工事で、契約の方法は、指名競争入札、契約金額は４，９１３万２，６００円

で、南条木材株式会社 代表取締役 谷﨑雄一 と工事請負契約を締結いたそうと 

するものであります。 

 最後に、議案第６８号 令和元年度 上平吹橋橋梁上部工事請負契約の締結につ

いて、ご説明申し上げます。この契約につきましても、予定価格が５，０００万円

以上の工事の請負のため、南越前町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を必要といたしますので、今回、

提案するものであります。工事の内容は、上平吹橋橋梁上部工事で、契約の方法は
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制限付き一般競争入札（事後審査）、契約金額は４億８，２７９万円で、株式会社日

本ピーエス北陸支店 取締役執行役員支店長 宮﨑 優 と工事請負契約をいたそ

うとするものであります。 

 以上、本臨時議会に提出いたしました２議案の概要につきまして、ご説明を申し

上げました。ご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようよろしくお願い申

し上げます。以上です。 

 

〔  町長（岩倉光弘君）降壇  〕  

 

 

 

質   疑  

○議長（井上利治君）これにて、提案理由の説明を終わります。  

只今、町長から提案理由の説明がありました日程第３  議案第６７号  若

年単身者向け地域優良賃貸住宅整備工事請負契約の締結についてを議題とい

たします。これより議案第６７号に対する質疑を行います。  

質疑ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ声あり）  

 

討   論  

 

○議長（井上利治君）質疑なしと認めます。これより討論を行います。  

討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ声あり）  

 

採   決  

 

○議長（井上利治君）討論なしと認めます。これより、採決を行います。議案

第６７号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。  

(全員起立 ) 

 

○議長（井上利治君）起立、全員です。よって、議案第６７号は、原案のとお

り可決いたしました。  
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質   疑  

○議長（井上利治君）次に日程第４  議案第６８号  令和元年度  上平吹橋橋

梁上部工事請負契約の締結についてを議題といたします。  

これより議案第６８号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ声あり）  

 

討   論  

 

○議長（井上利治君）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

これより討論を行います。討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ声あり）  

 

 

採   決  

 

○議長（井上利治君）討論なしと認めます。これで、討論を終わります。  

これより、採決を行います。議案第６８号は原案のとおり決定することに賛

成の方は、ご起立願います。  

(全員起立 ) 

 

○議長（井上利治君）起立、全員です。よって、議案第６７号は、原案のとお

り可決いたしました。  

 

○議長（井上利治君）次に、日程第５  報告第１１号専決処分事項の報告につ

いて（法律上、町の義務に属する交通事故による損害賠償の額の決定につい

て）は、お手元に配布してありますので、ご覧願います。  

 

閉   議  

○議長（井上利治君）以上をもちまして、本日の日程は、全て終了いたしま

した。議員各位におかれましては、議事進行にご協力いただき厚くお礼申し

上げます。  

さて、千葉県に重大な被害をもたらした台風１５号。更に東海、関東甲信

越、東北地方を台風１９号が豪雨と暴風などにより、各地で河川の氾濫、土

砂崩れ、ライフラインの寸断など、記録にない未曾有大災害をもたらしまし
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た。これらの台風でお亡くなりになられました方々並びに、ご家族の皆さん

に、謹んでお悔やみを申し上げる次第でございます。また、被災された皆さ

んに心からお見舞いを申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興を願

っております。本町は幸いにも大きな被害などはありませんでしたが、これ

からも、台風や豪雨などによる災害が発生しやすい気候であります。  

理事者各位におかれましては、決して油断せずに、今後とも町民が安心し

て生活できるよう、更なる防災対策に、今一度ご尽力を願うところでござい

ます。結びに、各位におかれましては、朝夕の気温差が大きくなってきてお

りますので、体調管理に留意されますようお願い申し上げまして、閉会の挨

拶といたします。  

 これをもちまして、令和元年１０月南越前町議会臨時会を閉会します。  

 

〔散会  午後  ２時３９分〕  


